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トンネル通行規制のお知らせ 

～ 老朽化による改修工事 ～ 

  

概     要 

国道８号賤ヶ岳トンネル改修工事に伴い、米原方面に行

かれる車両については迂回をお願いします。  
 

■ 規制開始日時 

平成２３年４月２０日(水)１４時から 

 

■ 規制区間 

国道８号飯浦
はんのうら

交差点付近から大音
お お と

交差点付近間 

■ 工事期間 

平成２３年６月３０日（木）１７時まで 

 *規制解除時間は変更する場合があります。 

 

○工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。 

  

取  扱  い － 

  

配布場所 
滋賀県政記者クラブ 

福井県政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

近畿地方整備局 滋賀国道事務所 

          副  所  長     板垣 勝則 

          管理第二課長     新木 優 

      調 査 課 長      岡本 泰尚 

            ＴＥＬ ０７７－５２３－１７４１（代表）



国道８号賤ヶ岳トンネル 

改修工事に伴う通行規制のお知らせ 
 

国道８号賤ヶ岳トンネルは、昭和４５年に完成し４０年が経過しております。 

現在、トンネル内換気設備の老朽化が進んでおり、また、トンネル壁面のクラックから漏水等が

確認されています。 

このまま放置すると交通に支障となる恐れがありますので、車線を規制して改修工事を行います。 

ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

■通行規制期間  

平成２３年４月２０日（水）１４時から 

６月３０日（木）１７時まで 

■規制区間 

国道８号飯浦交差点付近～ 

大音交差点付近間（長浜市木之本町） 

■規制内容 

米原方面：県道５１４号（旧国道８号）・一方通行 

敦賀方面：国道８号・一方通行  

■その他注意 

県道５１４号（旧国道８号）は、狭幅員・急カーブ 

などに十分注意して走行願います。現地の通行案内を 

確認し標識に従って安全運転を心がけて下さい。 

また、規制解除時間は変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

通行規制位置図 

賤ヶ岳トンネル


